
徳
島
県
規
則
第
三
十
号

徳
島
県
緑
の
青
年
就
業
準
備
給
付
金
給
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
緑
の
青
年
就
業
準
備
給
付
金
給
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
緑
の
青
年
就
業
準
備
給
付
金
給
付
規
則
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
産
業
に
関
す
る
分
類
を
定
め
る
件
（
平

成
二
十
五
年
総
務
省
告
示
第
四
百
五
号
）
」
を
「
統
計
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
統
計
基
準
と

し
て
日
本
標
準
産
業
分
類
を
定
め
る
件
（
令
和
五
年
総
務
省
告
示
第
二
百
五
十
六
号
）
」
に
改
め
、
「
又

は
中
分
類
一
二
―
木
材
・
木
製
品
製
造
業
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
十
条
第
二
項
の
規
定
（
「
又
は
中
分
類
一
二
―
木
材
・
木
製
品
製
造
業
」
を
削
る
部
分

に
限
る
。
）
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
研
修
計
画
の
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
に
研
修
計
画
の
承
認
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


